
令和７年度第１回沖縄県事業認定審議会  議事概要  

                                               

１　会議の日時：令和７年 ６月 ２日 （月）  

 　　　　　　　　　午前 10時 00分から午前 11時 00分まで

                                              

２　会 議の 場所 ：県 庁 10階 収 用委員 会室  

 

 ３　出席した委員：７名　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　

 ４　出席した事務局職員：６名

         

 ５　会議内容

  (1) 議　案　①会長選出及び会長代理互選

 

  (2) 報　告　①事業認定制度の概要について

              ②県内の事業認定実績について

              ③全国の事業認定審議会等について

              ④全国の事業認定審議会事例について

 

 ６　議事録要旨

 (1) 議   案   ① 会長 に 池田 孝之 委員 が、 会長代 理に 田村 ゆか り委 員が 互

 選された。

 

  (2) 報　告   ①事業認定制度及び沖縄県事業認定審議会の概要につ

 いて事務局から報告があった。

 ②県内の事業認定実績について事務局から報告があった。

③ 全 国 の 事 業 認 定 審 議 会 等 につ い て事 務 局か ら 報告 が あ っ

 た。

④ 全 国 の 事 業 認 定 審 議 会 事 例に つ いて 事 務局 か ら報 告 が あ

 った。

 

 (3)  質 疑 等  ① 委 　 員 ： 報 告 の あ っ た 他 県 事 例 で は 、 事 業 の 公 益 性 ・ 事

業 の 遂 行 能 力 な ど 事 業 実 施 側 に つ い て 審 議 し て い る よ う

 だが、土地所有者の意見については審議しないのか。

事 務 局 ： 事 業 認 定 の 段 階 で は 、 事 業 自 体 が 公 益 性 な ど の

土 地 収 用 法 で 規 定 さ れ る 要 件 を 満 た し 認 定 に 相 当 す る か

どうかを審議する。個々の土地所有者の意見については、

収用手続に移行するのであれば公開審理等で審理される。 



② 委 　 員 ： 審 議 会 で の 判 断 に 対 し 訴 訟 が 提 起 さ れ た 事 例 は

 あるか。

事 務 局 ： 沖 縄 県 で は こ れ ま で そ の よ う な 事 例 は 無 い 。 ま

た 、 こ れ ま で の と こ ろ 沖 縄 県 で は 事 業 認 定 に 対 す る 反 対

 の意見が提出された事例は無い。

委 　 員 ： 審 議 会 に お け る 判 断 の 基 準 ・ 根 拠 を ど こ に 置 く

べ き か 確 認 し た く 質 問 し た 次 第 で あ る 。 実 際 に 審 議 会 を

開 催 す る こ と と な っ た 場 合 は 、 会 に 先 立 ち 判 断 の 基 準 や

 類似事例、裁判例等を事前に共有していただきたい。

 事務局：承知した。

 ③委　員：審議会の成立要件について確認したい。

事 務 局 ： 会 議 に つ い て は 土 地 収 用 法 施 行 条 例 第 ６ 条 に あ

る と お り 、 委 員 過 半 数 の 出 席 で 成 立 し 、 議 事 は 出 席 委 員

 の過半数で決する。

④ 委 　 員 ： 報 告 の あ っ た 他 県 事 例 に つ い て 、 申 請 者 の 事 業

遂 行 能 力 の 判 断 を 、 申 請 者 側 か ら の 書 類 提 出 を も っ て 要

件 を 満 た し て い る と し て い る よ う に 見 え る 。 申 請 者 の 能

力 に つ い て は 外 形 的 に 書 類 が 揃 っ て い る か ど う か で 判 断

 しその内容については審議会で判断しないのか。

事 務 局 ： 申 請 に つ い て は 外 形 的 な 審 査 だ け で な く 内 容 に

つ い て も 確 認 し う る 。 施 行 条 例 第 ５ 条 及 び 運 営 要 綱 第 ６

条 に 基 づ き 、 専 門 の 事 項 を 調 査 す る 必 要 が あ れ ば 専 門 委

 員を置き意見を徴することもできる。

⑤ 委 　 員 ： 法 で は 認 定 に つ い て の 処 分 は ３ か 月 以 内 と あ る

が 、 実 際 に 反 対 の 意 見 が 出 さ れ た 場 合 、 審 議 会 は ど の よ

 うな日程で何回開催されることになるのか。

事 務 局 ： 土 地 収 用 法 で は 申 請 書 を 受 理 し た 日 か ら ３ か 月

以 内 に 処 分 を 行 う よ う 努 め る と さ れ て い る が 、 他 県 で は

３ か 月 以 上 か け て い る 事 例 も あ り 、 意 見 が 出 た 場 合 に つ

い て は ３ か 月 の 期 間 を 越 え て 審 議 を 尽 く す こ と も あ る と

 考えられる。

委 　 員 ： 会 を 開 催 す る 場 合 は 余 裕 を 持 っ て 日 程 調 整 を し

 ていただきたい。

事務局：承知した。


